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１【提出理由】

当社は、2026年６月26日開催の当社第128期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引

法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提

出するものであります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年６月26日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金160円（普通配当80円、特別配当80円）

　　 　　総額　1,934,122,240円

第２号議案　定款一部変更の件

（１）商号変更

　当社は、製糖事業で培った独自の知見や技術を活かし、食品、飼料、農業資材など幅広く事業を展

開しているが、第２次中期経営計画で掲げる、これまでの「てん菜糖業」から、持続可能な「てん菜

産業」への飛躍を示すものとして、商号を「日本甜菜製糖株式会社」から「株式会社ニッテン」へ変

更することとし、現行定款第１条（商号）を変更する。なお、本変更の効力発生日は、2026年10月１

日とする。

（２）取締役の任期変更

　取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、

取締役の任期を２年から１年に変更する。

第３号議案　取締役８名選任の件

石栗　秀、木山邦樹、寺澤秀和、白畑　康、伊藤政貴、橋本秀一、中村規代実、浅見裕子の８名を

取締役として選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、大井倫太郎を補欠監査役として選任する。

EDINET提出書類

日本甜菜製糖株式会社(E00355)

臨時報告書

2/3



 

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

件並びに当該決議の結果

決議事項 賛成 反対 棄権 可決要件
決議の結果
（賛成の割合）

第１号議案 89,504 個 8,606 個 0 個 (注)３ 可決 (91.15％)

第２号議案 97,790 個 317 個 0 個 (注)４ 可決 (99.59％)

第３号議案       

(注)５

  

石栗　　秀 85,650 個 12,460 個 0 個 可決 (87.22％)

木山　邦樹 87,369 個 10,741 個 0 個 可決 (88.97％)

寺澤　秀和 87,467 個 10,643 個 0 個 可決 (89.07％)

白畑　　康 97,701 個 409 個 0 個 可決 (99.50％)

伊藤　政貴 89,090 個 9,020 個 0 個 可決 (90.73％)

橋本　秀一 85,619 個 12,491 個 0 個 可決 (87.19％)

中村規代実 87,457 個 10,653 個 0 個 可決 (89.06％)

浅見　裕子 89,136 個 8,974 個 0 個 可決 (90.77％)

第４号議案 89,222 個 8,888 個 0 個 (注)５ 可決 (90.86％)
 

(注) １．本総会において議決権を行使することができる株主の議決権の数は120,308個です。

２．本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席株主分）は98,195個です。

なお本総会前日までの事前行使分には、意思表示を無効とした事前行使分が含まれております。

３．可決要件は、本総会に出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

４．可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した

当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。

５．可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した

当該株主の議決権の過半数の賛成です。

 

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席株主のうち賛否を確認できたものの合計により、全ての議案は可決要

件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席株主のうち賛成、反対及び棄権の確認ができていない

議決権の数は加算しておりません。
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